
○　主文
一　原告らの被告Ａに対する請求をいずれも棄却する。
二　１原告らの被告Ｂに対する主位的請求をいずれも棄却する。
２　同被告は、京都市に対し、四〇万〇四九九円及びこれに対する昭和六二年二月
一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
３　原告らの同被告に対するその余の予備的請求をいずれも棄却する。
三　原告らの同Ｃに対する訴えをいずれも却下する。
四　１原告らの被告Ｄに対する主位的請求を棄却する。
２　同被告は、京都市に対し、二三一万六四四九円及びこれに対する昭和六二年二
月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
五　１原告らの被告Ｅに対する訴えのうち、別表１記載の番号１９及び２０の各支
出に係るものにつき、いずれもこれを却下する。
２　原告らの同被告に対する訴えのうち、別表１記載の番号１９及び２０以外の各
支出に係るものにつき、主位的請求を棄却する。
３　同被告は、京都市に対し、四二万七四七〇円及びこれに対する昭和六二年二月
一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
六　１　原告らの被告Ｆに対する主位的請求をいずれも棄却する。
２　同被告は、京都市に対し、六二万〇二二九円及びこれに対する昭和六一年一二
月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
３　原告らの同被告に対するその余の予備的請求をいずれも棄却する。
七　原告らの被告Ｇに対する訴えをいずれも却下する。
八　１　原告らの被告Ｈに対する主位的請求を棄却する。
２　同被告は、京都市に対し、一八万四一八四円及びこれに対する昭和六一年一二
月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
九　１原告らの被告Ｉに対する主位的請求を棄却する。
２　同被告は、京都市に対し、三四万三三一四円及びこれに対する昭和六一年一二
月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
一〇　訴訟費用は、これを二〇分し、その一を被告Ｈ、その二を同Ｂ、その二を同
Ｅ、その二を同Ｉ、その三を同Ｆ、その余を同Ｄの負担とする。
○　事実及び理由
第一　請求
一　被告Ａ、同Ｂ、同Ｃ、同Ｅは、京都市に対し、
連帯して八二万七九六九円（別表１記載の番号３、５、７、１２、１９、２０及び
２３の各支出に係るもの。）及びこれに対する昭和六二年二月一九日から支払済み
まで年五分の割合による金員を支払え。
二　被告Ａ、同Ｂ、同Ｃ、同Ｄは、京都市に対し、連帯して二三一万六四四九円
（別表１記載の番号１、２、４、６、８、９、１０、１１、１３、１４、１５、１
６、１７、１８、２１及び２２の各支出に係るもの。）及びこれに対する昭和六二
年二月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三　被告Ａ、同Ｆ、同Ｇは、京都市に対し、連帯して六二万〇二二九円（別表２記
載の番号１及び２の各支出に係るもの。）及びこれに対する昭和六一年一二月一二
日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四　被告Ａ、同Ｆ、同Ｈは、京都市に対し、連帯して一八万四一八四円（別表２記
載の番号６の支出に係るもの。）及びこれに対する昭和六一年一二月一二日から支
払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
五　被告Ａ、同Ｆ、同Ｉは、京都市に対し、連帯して三四万三三一四円（別表２記
載の番号３、４、５及び７の各支出に係るもの。）及びこれに対する昭和六一年一
二月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
一　請求の類型（訴訟物）
本件は、京都市の住民である原告らが、別表１及び同２の名目欄中「支出金額・年
月日」欄記載の各公金支出（以下「本件各支出」という。）が違法であることを理
由として、地方自治法（以下「地自法」という。）二四二条の二第一項四号前段の
規定に基づき、本件各支出につき被告らが同号の「当該職員」に該当するとして、
京都市に代位して、被告らに対し、本件各支出金額に相当する損害賠償金及びこれ
に対する最終の支出日（別表１に係る各支出については昭和六二年二月一九日、別
表２に係る各支出については昭和六一年一二月一二日から支払済みまで民法所定の
年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた住民訴訟である。



二　前提事実
１　当事者
（一）　原告らは、いずれも京都市の住民である。
（争いがない。）
（二）　被告らは、本件各公金支出がなされた当時、京都市において、それぞれ左
記の役職にあった。
（争いがない。
）
（１）　被告Ａ
京都市長
（２）　被告Ｂ
京都市民生局長
（３）　被告Ｃ
京都市民生局同和対策室長（ただし、昭和六一年六月一日から）
（４）　被告Ｄ
京都市民生局社会部長
（５）　被告Ｅ
京都市民生局社会部庶務課長
（６）　被告Ｆ
京都市住宅局長
（７）　被告Ｇ
京都市住宅局改良事業室長
（８）　被告Ｈ
京都市住宅局管理部長
（９）　被告Ｉ
京都市住宅局管理部住宅企画課長
２　専決権限
京都市の局長等専決規程（昭和三八年五月一八日訓令甲第二号）（以下「専決規
程」という。）三条別表１によれば、左記のとおり、共通専決権限の所在が定めら
れていた。
（甲二二、乙三の一、二）
（一）　局長
一件五〇万円以下（ただし、昭和六一年一一月一日以後は、一件二〇〇万円以下）
の支出決定
（二）　庶務担当部長
一件二〇万円以下（ただし、昭和六一年一一月一日以後は、一件一〇〇万円以下）
の支出決定
（三）　庶務担当課長
一件一〇万円以下の支出決定
３　本件各支出の存在
（一）　別表１及び同２の名目欄記載のとおり、京都市民生局及び住宅局の職員
が、他府県の同和行政担当者又は民間福祉団体を、地区施設視察や協議等の会合で
接待したとして、各支出決定（以下、右各決定を「本件各支出決定」、同各決定の
なされた文書を「本件各支出決定書」という。）が行われ、各支出命令を経たう
え、右名目欄記載のとおり、本件各支出がなされた。
（二）　本件各支出決定の各専決権者は、右１（二）、２によれば、以下のとおり
である。
（争いがない。
）
（１）　被告Ｂ
別表１記載の番号１９及び２０の各支出
（２）　被告Ｄ
別表１記載の番号１、２、４、６、８、９、１０、１１、１３、１４、１５、１
６、１７、１８、２１及び２２の各支出
（３）　被告Ｅ
別表１記載の番号３、５、７、１２及び２３の各支出
（４）　被告Ｆ
別表２記載の番号１及び２の各支出



（５）　被告Ｈ
別表２記載の番号６の支出
（６）　被告Ｉ
別表２記載の番号３、４、５及び７の各支出
４　本件各支出決定書の内容の虚偽性
しかし、右名目欄記載の会合等は、実際には行われていなかった。したがって、本
件各支出決定書の記載内容は、いずれも虚偽架空のものである。
（争いがない。）
５　監査請求
（一）　原告らは、昭和六三年一月二一日、地自法二四二条一項に基づき、本件各
支出が違法不当であることを理由として、京都市監査委員に対し、監査請求（以下
「本件監査請求」という。）をした。
（争いがない。）
なお、本件各支出のうち、別表１記載の番号２３以外のものに関しては、本件監査
請求は、右各支出行為があった日から一年を経過しているが、監査請求期間を経過
したことについて、地自法二四二条二項ただし書の「正当な理由」がある。
（弁論の全趣旨により、争いがない。）
（二）　これに対し、京都市監査委員は、同年三月一九日、本件監査請求には理由
がないとの監査結果に達し、そのころ、原告らに対し、本件監査請求を棄却すると
の通知をした。
（争いがない。）
６　訴訟の提起
原告らは、同年四月一五日、地自法二四二条の二第一項四号に基づいて、本件各支
出が違法であることを理由として、被告Ａ、同Ｂ、同Ｃ、同Ｅ、同Ｆ及び同Ｇが、
いずれも同号の「当該職員」に該当するとして、右被告らに対し、京都市に代位し
て、損害賠償を請求する訴えを当裁判所に提起した。
（争いがない。）
７　被告の変更
（一）　原告らは、平成六年一月二六日、行政事件訴訟法（以下「行訴法」とい
う。）四三条三項、四〇条二項、一五条一項に基づき、当裁判所に対し、別表１記
載の番号１、２、４、６、８、９、１０、１１、１３、１４、１５、１６、１７、
１８、２１及び２２の各支出について、被告をＥからＤに、別表２の番号３、４、
５及び７の各支出について、被告をＧからＩに、別表２の番号６の支出について、
被告をＧからＨに変更する（以下、
Ｄ、Ｈ及びＩを「新被告ら」という。）ことを許可するとの決定を求める申立てを
した（当裁判所平成六年（行ク）第一号事件）。
（争いがない。）
（二）　これに対し、当裁判所は、同年六月二七日、右申立申立てを許可する決定
（以下「本件被告変更決定」という。）をした。
（争いがない。）
三　争点
１　本案前
（一）　被告Ｃ、同Ｇ及び同Ｅが地自法二四二条の二第一項四号前段の「当該職
員」に該当するか
（二）　住民訴訟たる本件訴訟において行訴法一五条の準用があるか
（三）　本件訴訟において、新被告らとの関係で、監査請求前置が充たされている
か
２　本案
（一）　本件各支出の違法性及び京都市の損害の有無
（二）　損害賠償請求権発生の法的根拠
（三）　被告らの責任
第三　争点に関する判断
一　被告Ｃ、同Ｇ及び同Ｅが地自法二四二条の二第一項四号前段の「当該職員」に
該当するか（争点１（一））について
１　原告らの主張
地自法二四二条の二第一項四号前段の「当該職員」とは、（１）財務会計上の違法
行為に直接的に関与した者又は（２）地自法上の義務を重大な過失により懈怠した
ために違法行為を防止できず、損害発生に間接的に原因を与えた者を指す。



（一）　本件では、被告らは、被告Ａからその権限を委ねられた専決権者と共謀の
上、あるいはその専決権者に指示をして、他府県職員や民間福祉団体の名義を冒用
し、架空の接待目的を捏造するなどして、公文書を偽造して違法な本件各支出を行
わせたものであるから、（１）専決権者とともに財務会計上の違法行為に直接的に
関与した者として、右「当該職員」に該当する。
（二）　また、被告らは、少なくとも、専決権者に対する監督義務を重大な過失に
より懈怠して、架空名目による本件各支出を意図的に放置して、京都市に損害を与
えたものであるから、（２）京都市の被った損害に間接的な原因を与えた者とし
て、右「当該職員」に該当する。
２　被告らの主張
地自法二四二条の二第一項四号前段の「当該職員」とは、その適否が問題とされる
地方自治体の財務会計上の行為を行う権限を本来的に有するとされている者（以下
「本来的権限者」という。）、及び、その者から委任を受けるなどして右財務会計
上の行為を行う権限を有するに至った者をいい、右の者以外に対する住民訴訟は、
右法条の認める住民訴訟の類型に該らず、不適法である。
（一）　被告Ｃ及び同Ｇは、本件各支出に関し、いずれも本来的権限者でもなく、
また、その権限を委ねられた者でもない。
（二）　被告Ｅは、別表１の番号１９及び２０の各支出については、本来的権限者
から専決権限を委ねられていたものではない。
３　判断
（一）　本件訴訟は、地自法二四二条の二第一項四号前段に基づく訴訟であるが、
右訴訟において被告とされるべき「当該職員」とは、当該訴訟においてその適否が
問題とされている財務会計上の行為を行う権限を（１）法令上本来的に有するとさ
れている者及び（２）これらの者から権限の委任を受けるなどして右権限を有する
に至った者を広く意味し、（２）には、当該普通地方公共団体の内部において、訓
令等の事務処理上の明確な定めにより当該財務会計上の行為につき法令上権限を有
する者からあらかじめ専決することを任され、右権限行使についての意思決定を行
うとされている者も含まれるが、他方、右「当該職員」と認められない者を被告と
して提起された訴えは、法により特に出訴が認められた住民訴訟の類型に該当しな
い訴えとして、不適法であると解するのが相当である（最高裁判所昭和五五年（行
ツ）第一五七号・同六二年四月一〇日第二小法廷判決・民集四一巻三号二三九頁、
同裁判所平成二年（行ツ）第一三八号・同三年一二月二〇日第二小法廷判決・民集
四五巻九号一五〇三頁参照。）。
（二）　これを被告Ｃ及び同Ｇについてみると、本件各支出がなされた当時、両名
がそれぞれ京都市民生局同和対策室長及び同市住宅局改良事業室長であったこと
は、第二の二１（二）説示のとおりであるから、（１）の「当該訴訟においてその
適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとさ
れている者」に該当するとは認められない。また、右被告らは、本件各支出決定に
関し、専決権限を与えられていないことについては、第二の二３（二）説示のとお
り当事者間に争いがないから、（２）の「当該訴訟においてその適否が問題とされ
ている財務会計上の行為を行う権限を（１）の者から権限の委任を受けるなどして
右権限を有するに至った者」ないし「当該普通地方公共団体の内部において、訓令
等の事務処理上の明確な定めにより当該財務会計上の行為につき法令上権限を有す
る者からあらかじめ専決することを任され、
右権限行使についての意思決定を行うとされている者」に該当するものとも認めら
れない。
したがって、被告Ｃ及び同Ｇは、本件各支出との関係では、地自法二四二条の二第
一項四号前段の「当該職員」に該当するとは認められない。
（三）　また、被告Ｅについては、本件各支出がなされた当時、右被告が、京都市
民生局社会部庶務課長であったことは、第二のニ１（二）説示のとおりであるか
ら、（１）の「当該訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を
行う権限を法令上本来的に有するとされている者」に該当するとは認められない。
また、本件各支出のうち、別表１の番号１９及び２０に関しては、支出決定に関す
る専決権限を有していなかったことは、第二の二３（二）のとおり当事者間に争い
がないから、右各支出に関しては、（２）の「当該訴訟においてその適否が問題と
されている財務会計上の行為を行う権限を（１）の者から権限の委任を受けるなど
して右権限を有するに至った者」ないし「当該普通地方公共団体の内部において、
訓令等の事務処理上の明確な定めにより当該財務会計上の行為につき法令上権限を



有する者からあらかじめ専決することを任され、右権限行使についての意思決定を
行うとされている者」に該当するものとも認められない。
したがって、被告Ｅは、別表１の番号１９及び２０の支出との関係では、地自法二
四二条の二第一項四号前段の「当該職員」に該当するとは認められない。
（四）　これに対し、原告らは、（１）財務会計上の違法行為に直接的に関与した
者又は（２）地自法上の義務を重大な過失により懈怠したために違法行為を防止で
きず、損害発生に間接的に原因を与えた者は、全て地自法二四二条の二第一項四号
前段の「当該職員」に該当すると主張するが、住民訴訟の趣旨に照らし、採用でき
ない。
（五）　よって、被告Ｃ及び同Ｇは、本件各支出との関係では、地自法二四二条の
二第一項四号前段の「当該職員」に該当しないから、右被告らに対する訴えは不適
法であり、却下を免れない。
また、被告Ｅは、別表１の番号１９及び２０の支出との関係では、地自法二四二条
の二第一項四号前段の「当該職員」に該当しないから、その限度で、右被告に対す
る訴えは不適法であり、却下を免れない。
二　住民訴訟たる本件訴訟において行訴法一五条の準用があるか（争点１（二））
について
１　原告らの主張
民衆訴訟のうち、処分又は裁決の取消し、あるいは無効確認を求める訴訟以外のも
のについては、行訴法三九条及び四〇条一項を除き、当事者訴訟に関する規定が準
用される（同法四三条三項）。当事者訴訟に関する行訴法四〇条二項によれば、出
訴期間の定めあるものには、同法一五条が準用される。そうすると、行訴法一五条
は、民衆訴訟のうち、処分又は裁決取消し、あるいは無効確認を求める訴訟以外の
もので、かつ、出訴期間の定めのあるものに準用されることになる。
本件訴訟は、地自法二四二条の二第一項四号に基づく住民訴訟であり、同法二項に
よれば、出訴期間が定められているから、民衆訴訟のうち、処分又は裁決取消し、
あるいは無効確認を求める訴訟以外のもので、かつ、出訴期間の定めのあるものに
該当する。したがって、本件住民訴訟には行訴法一五条が準用されるものと解すべ
きである。
したがって、本件被告変更決定は、適法である。
２　被告らの主張
本件被告変更決定は違法であるから、新被告らとの関係では、本件訴えは却下され
るべきである。
（一）　行訴法一五条の規定する「被告の変更」とは、訴訟物を同じくすることを
前提とする概念であり、本件のように訴訟物を異にする結果となる事案について
は、「被告の変更」の概念を逸脱することになるから、右法条の準用は認められな
い。
（二）　本件訴訟において、被告の変更を認めると、地自法二四二条二項の期間の
経過によって住民訴訟によって訴えられることがなくなるという個人的利益が失わ
れるという不都合が生じる。
３　判断
（一）　思うに、地自法二四二条の二第六項によれば、同条一項の住民訴訟には、
行訴法四三条の適用があるものとされている。そして、行訴法四三条三項によれ
ば、民衆訴訟のうち、処分又は裁決の取消し、あるいは無効確認を求める訴訟以外
のものについては、行訴法三九条及び四〇条一項を除き、当事者訴訟に関する規定
が適用される。また、当事者訴訟に関する行訴法四〇条二項によれば、出訴期間の
定めのあるものには、同法一五条が準用される。
したがって、地自法二四二条の二第一項所定の住民訴訟のうち、少なくとも、処分
又は裁決の取消し、あるいは無効確認を求める訴訟以外のもので、かつ、出訴期間
の定めのあるものについては、
行訴法一五条の準用があることになる。
本件訴訟は、地自法二四二条の二第一項四号前段の規定に基づく住民訴訟であるか
ら、処分又は裁決の取消し、あるいは無効確認を求める訴訟以外のものに該当し、
かつ、地自法二四二条の二第二項に出訴期間に関する規定があるため、出訴期間の
定めのあるものに該当する。したがって、本件訴訟には、行訴法一五条が準用され
るものと解すべきである。
（二）　これに対し、被告らは、行訴法一五条の規定する「被告の変更」とは、訴
訟物を同じくすることを前提とする概念であり、本件のように訴訟物を異にする結



果となる事案については、「被告の変更」の概念を逸脱すると主張する。
思うに、行訴法一五条の趣旨は、以下のとおりであると解される。すなわち、取消
訴訟は、処分等をした行政庁を被告として提起しなければならない（行訴法）一
条）ところ、一般に行政関係法規や行政組織は複雑で、しばしば改正され、また、
権限の委任が行われることも少なくないことから、だれが処分等をした行政庁に該
当するかわかりにくく、原告が被告とすべき者を誤って訴えを提起してしまう事態
が起こりうる。しかるに、右の場合に、原告が、新たに被告適格を有する者に対し
て同様の訴えを提起しようとしても、取消訴訟には出訴期間の制限がある（行訴法
一四条）ため、新たな出訴が困難なことが少なくない。そこで、行訴法一五条は、
右のような場合に、原告に対して被告変更の申立権を認め、被告変更が認められた
場合には、新被告に対する訴えは、出訴期間の遵守という関係では、最初に訴えが
提起された時に提起されたものとみなすこととして、原告を救済することとしたの
である。
以上の趣旨にかんがみれば、訴訟物の同一性が、行訴法一五条の「被告の変更」の
要件になっていると解すべき根拠は見当たらないのみならず、行訴法が、前示のと
おり、民衆訴訟のうち出訴期間の定めのあるものについて同法一五条を準用するに
あたり、「被告の変更」の要件として訴訟物の同一性が必要である旨を特に規定し
ていないことにかんがみれば、被告らの右主張は、採用することができないものと
いわねばならない。
（三）　また、被告らは、本件訴訟において、被告の変更を認めると、地自決二四
二条二項の期間の経過によって住民訴訟によって訴えられることがなくなるという
個人的利益が失われるという不都合が生じると主張するが、右にいう被告の利益
は、地自法二四二条二項が手続上監査請求の期間を定めたことに由来する反射的利
益にすぎず、法律上保護された利益にはあたらないと解するのが相当であるのみな
らず、新被告らは、本件訴訟が提起された当時、右訴訟の正当な被告が自己であ
り、後に原告らの申立てに基づいて被告が自己に変更される可能性のあることを容
易に知りうる立場にあったことにかんがみれば、右のような不都合が生じるとして
もやむをえないものといわねばならない。よって、被告らの右主張も、採用するこ
とができない。
したがって、本件被告変更決定には、被告ら主張の違法はなく、適法である。
三　本件訴訟において、新被告らとの関係で、監査請求前置が充たされているか
（争点１（三））について
１　被告らの主張
仮に本件被告変更決定が許されたとしても、新被告らとの関係では、住民訴訟の訴
訟要件たる地自法二四二条一項所定の監査請求を経ていない。したがって、本件訴
えは不適法である。
２　原告らの主張
本件監査請求においては、原告らは、各公金支出の事実を特定し、被告Ａ、同Ｂ、
同Ｆなどの関係者に対して連帯して違法に支出した公金を京都市に返還することを
求めているところ、右「関係者」には、新被告らも含まれる。したがって、本件訴
えは、本件被告変更決定後の新被告らとの関係でも、地自法二四二条一項所定の監
査請求を経ており、適法である。
３　判断
本件訴訟において、新被告らとの関係で監査請求前置の要件を充たすためには、本
件監査請求の対象とされた行為又は事実と本件被告変更決定後の住民訴訟において
審判の対象とされている行為又は事実とが同一であると認められることが必要であ
る。
この点、本件監査請求の対象とされた行為又は事実と本件訴訟において審判の対象
とされている行為又は事実との同一性の判断にあたっては、請求の対象となる財務
会計行為、右財務会計行為を違法とする事由、求められた措置及び監査請求の対象
者等を総合して判断すべきものと解される。
これを本件について検討すると、証拠（甲四、五）及び弁論の全趣旨によれば、請
求の対象となる財務会計行為（本件各支出）、それを違法とする事由（接待等の架
空性）及び求められた措置（支出公金分の返還）はほぼ同一であることが認められ
る。さらに、証拠（甲四、五）によれば、原告らが、本件各支出にかかる公金相当
額を京都市に返還（賠償）することを求めている相手方は、「Ａ、Ｂその他関係者
（あるいは「などの関係者」）」「Ａ、Ｆその他関係者（あるいは「などの関係
者」）」であると認められるところ、甲四、五の内容に徴すれば、右「関係者」と



は、本件各支出に携わった者全体をさすものと解される。してみれば、第二の二３
（二）説示のとおり、新被告らは、本件各支出のうちの一部について、支出決定を
なしているのであるから、右「関係者」には、新被告らも含まれるものと解され
る。したがって、本件訴訟においては、本件監査請求の対象とされた行為又は事実
と本件被告変更決定後の住民訴訟において審判の対象とされている行為又は事実と
は同一であると認められる。
よって、本件訴訟は、新被告らとの関係でも、地自法二四二条の二第一項、二四二
条一項所定の監査請求前置を経たものとして、適法であると認めるのが相当であ
る。
四　本件各支出の違法性及び京都市の損害の有無（争点２（一））について
１　原告らの主張
（一）　内容虚偽の支出決定書を作成してなされた本件各支出は、財務会計の原則
や京都市の条例、規則にも反する違法な支出である。
本件各支出が違法である以上、京都市には、右各支出にかかる金員の合計額四二九
万二一四五円に相当する損害が生じている。
（二）　被告ら主張の別表１及び同２の実際欄記載の各会合は、開催年月日、会合
目的、出席者とも、本件各支出決定書の記載と明らかに異なっている。被告らは、
右各会合に出席した地元関係者の氏名を明らかにしておらず、したがって、右各会
合の実在性及び目的の正当性並びに本件各支出の必要性及び合理性は、いずれも認
められない。
２　被告らの主張
（一）　別表１及び同２の名目欄記載の各会合は存在しないが、実際欄記載の各会
合は存在し、その開催年月日、会合目的、出席者は、同欄記載のとおりである。
また、右各会合はいずれも、同和行政、建築行政、又は住宅対策の推進のために開
催された正当かつ有益な会合である。
（二）　本件各支出は、右各会合に際しての会食の費用として支出がなされたもの
であり、同和行政、建築行政、又は住宅対策の適正円滑な実施に寄与するものであ
るから、右各支出の目的は正当なものである。
また、右各支出に際しては、専決規程により権限を与えられた京都市職員が、歳出
予算の範囲内で、別表１及び同２の名目欄記載の各債権者との間で、飲食にかかる
契約を締結したものであるから、各支出負担行為は適法に成立している。
（三）　本件各支出は、右各支出負担行為によって正当に負担した京都市の債務の
履行として行われたものであるから、京都市には損害は生じていない。
また、右支出手続の一つの過程である本件各支出決定がなされるにあたり、右各決
定にかかる本件各支出決定書のなかには、会合目的、開催年月日、出席者の記載が
実際の各会合と異なっている場合があるが、債権者や金額等公金支出の本質的部分
は、名目欄の記載と同一であるから、本件各支出は、異なる手続上の過誤があるに
すぎず、その違法性は低く、右のとおり京都市に損害が生じていない以上、本件各
支出手続の違法性は問題とならない。
３　判断
（一）　地方公共団体の財務会計の処理は、地自法、地方財政法、地方自治体の財
務に関する条例、規則等に従って適正に処理されなければならない。地自法は、二
三二条以下に支出に関する定めを設け、地方公共団体の財政の運営に関する基本原
則を定めた地方財政法は、予算の執行について、その目的を達成するための必要か
つ最小の限度を超えて支出してはならないと定め（同法四条）、京都市も京都市会
計規則により、支出に関する細則を定めている（甲二〇）。このように関係法令に
よって、地方公共団体の支出負担行為、これに続く支出命令、支出行為は、予算の
範囲内において、正確、厳正、公正に処理されることが求められているのであっ
て、真実に合致した会計処理をすべきことがその前提とされているといえる。した
がって、右のような会計の基本原則に反し、虚偽架空の事実に基づいて会計処理が
行われ、公金が支出された場合、かかる公金の支出手続は、それだけで当然に違法
であり、かかる違法な公金支出がなされた場合には、右公金支出にかかる金員に相
当する損害が、公金支出をした地方公共団体に生じたものといわなければならな
い。
これを本件についてみると、別表１及び同２の名目欄記載の会合が存在せず、虚偽
架空であることは、第二の二４説示のとおりである。したがって、本件各支出にか
かる支出手続は、右財務会計上の基本原則に違反し、違法であるといわざるをえ
ず、よって、京都市には、本件各支出にかかる金員の合計額である四二九万二一四



五円に相当する損害が生じたものと認められる。
（二）　これに対し、被告らは、本件各支出は、別表１及び同２の実際欄記載のと
おり実際に開催された各会合の接待費として支出がされたものであり、債権者、支
出金額等支出の本質的部分は本件各支出と一致し、ただ手続上の過誤があるにすぎ
ない旨主張する。そして、証人Ｊ及び被告Ｉはこれに副う供述をし、乙四ないし六
（枝番号を含も。）にもこれに副う供述記載がみられる。
しかし、被告らの主張する各会合については、稟議書や報告書等の的確な裏付け資
料は全く存在せず、出席した地元関係者の氏名も明らかでないうえ、被告ら主張の
各会合の出席人数と債権者の作成した各請求書記載の人数にくいちがいのあるもの
が三〇件中二八件もある。これらに照らすと、右供述や供述記載のみをもって右各
会合の実在の事実を裁判上認定することはできず、他に被告ら主張の事実を認める
に足りる的確な証拠は存在しない。したがって、被告らの主張する会合の実在する
事実自体、これを認めることができない。
以上のとおりであるから、右各会合の存在を前提とする被告らの主張は、採用する
ことができない。
五　損害賠償請求権発生の法的根拠（争点２（二））について
１　原告らの主張（申立て）
（一）　原告らが代位する、京都市の本件各被告（被告Ａを除く。）に対する損害
賠償請求権は、主位的には民法七〇九条に基づくものであり、予備的には地自法二
四三条の二第一項に基づくものである。
（二）　本件各被告（被告Ａを除く。）は、地自法二四三条の二第一項後段の職員
に該当する。
２　被告らの主張
本件各被告（被告Ａ、同Ｃ及び同Ｇを除く。）が、地自法二四三条の二第一項後段
の職員に該当することは、認める。
３　判断
（一）　本件訴訟は、地自法二四二条の二第一項四号の規定に基づき、被告らが同
号所定の当該職員に該当するとし、京都市が当該職員である被告らに対して有する
損害賠償請求権を代位行使するとして提起された、代位請求訴訟であるところ、右
規定は住民に代位請求訴訟を提起する資格を付与するという訴訟法規的性格をもつ
規定にすぎない（行訴法四二条参照。）から、同号所定の訴訟において、代位の対
象となる実体法上の請求権の発生する根拠は、別途、民法、地自法上その他実体法
の規定に求めなければならないと解される。
（二）　そこで、次に、本件訴訟において原告らが代位行使する損害賠償請求権の
実体法上の根拠を考察するに、この点に関し、地自法二四三条の二に地方公共団体
の職員の損害賠償責任に関する規定があるので、まず、右規定の趣旨について検討
する必要がある。
思うに、地自法二四三条の二の趣旨は、同条一項所定の職員の職務の特殊性にかん
がみて、同条所定の行為に起因する当該地方公共団体の損害に対する右職員の賠償
責任に関しては、民法上の債務不履行又は不法行為による損害賠償責任よりも責任
発生の要件及び責任の範囲を制限して、これら職員がその職務を行うにあたり萎縮
し消極的となることなく、積極的に職務を遂行することができるよう配慮したもの
であると解される。
してみれば、地自法二四三条の二の規定は、同条一項所定の職員に関する限りその
賠償責任については民法の規定を排除し、その責任の有無又は範囲は専ら同条一、
二項の規定によるものと解され、他方、同条一項所定の職員には、当該地方公共団
体の長は含まれず、当該普通地方公共団体の長の当該地方公共団体に対する賠償責
任については、民法の規定によるものと解するのが相当である（最高裁判所昭和五
八年（行ツ）第一三二号・同六一年二月二七日第一小法廷判決・民集四〇巻一号八
八頁参照。）。
（三）　右を前提に、本件訴訟において、原告らが代位行使を主張する実体法上の
請求権の法的性格について検討する。
（１）　被告Ｂ、同Ｄ、同Ｅ、同Ｆ、同Ｈ及び同Ｉについて
右被告らが地自法二四三条の二第一項後段の職員に該当することについては、右
１、２のとおり争いがない。してみれば、本件訴訟において、原告らが右被告らに
対して代位行使を主張する実体法上の請求権は、民法七〇九条ではなく、地自法二
四三条の二第一項に基づくものであると解するのが相当である。
（２）　被告Ａについて



右被告が、本件各支出のなされた当時、京都市長であったことは、第二の二１
（二）説示のとおりであるから、原告らが右被告に対して代位行使を主張する実体
法上の請求権は、地自法二四三条の二第一項ではなく、民法七〇九条に基づくもの
であると解するのが相当である。
（３）　なお、被告Ｃ及び同Ｇについては、一３説示のとおり、右被告らに対する
訴えが不適法である以上、右被告らに対する実体法上の請求権の根拠を考察する必
要はない。
（四）　結論
以上のとおり、原告らが、被告Ｂ、同Ｄ、同Ｅ、同Ｆ、同Ｈ及び同Ｉに対して代位
行使を主張する実体法上の請求権は、民法七〇九条ではなく、地自法二四三条の二
第一項に基づくものであると解するのが相当である以上、この時点で、原告らの右
被告らに対する主位的請求は棄却を免れないことになる。
六　被告らの責任（争点２（三））について
１　原告らの主張
（一）　専決権者としての責任
被告Ｂ、同Ｄ、同Ｅ、同Ｆ、同Ｈ及び同Ｉは、本件各支出に関して、第二の二３
（二）のとおり、専決権者であったにもかかわらず、本件各支出について虚偽架空
の名目でなされていることを承知して決裁したのであるから、違法な本件各支出に
ついて当然に故意又は重過失があり、専決権者として京都市の受けた損害を賠償す
る責任がある。
（二）　指揮監督責任等
（１）　被告Ａ
ア　責任原因
他人名義を利用した内容虚偽の文書の作成による公金支出は、京都市の方針だった
のであり、その結果、本件各支出が、京都市民生局及び住宅局と局を超えて行われ
ることになったものである。
被告Ａは、別表１及び同２の違法な本件各支出に関して、京都市の最高責任者とし
て、また、財務会計上の行為を行う権限を本来的に有する者として、本件各会合の
相手方の氏名を秘匿し、内容虚偽の公金支出関係書類を作成して違法に支出するこ
とにつき、これを指示し又は容認していた責任がある。また、少なくとも、右のよ
うな違法な公金支出について、専決権者に対する指揮監督上の義務に違反し、故意
又は過失により専決権者が違法に公金を支出することを阻止しなかった責任があ
る。
イ　証明軽減
普通地方公共団体の長は、補助職員に対し包括的な指揮監督権限を有しているので
あるから、補助職員の財務会計上の違法行為については、当然にその指揮監督上の
義務に違反したと推認して、普通地方公共団体の長に損害賠償責任を負わせるべき
である。また、普通地方公共団体の長の損害賠償責任を認めるためには、その補助
職員に対する指揮監督上の帰責事由を推認させる外形的事実を立証すれば足りると
すべきである。
（２）　被告Ｂ、同Ｄ、同Ｃ及び同Ｅ
右被告らは、別表１の違法な本件各支出に関して、行政の責任者として事情を知り
ながら何らの是正措置を取ることなくこれを放置し、もしくは自ら費消し又は部下
や第三者が費消することを了承した責任がある。
（３）　被告Ｆ、同Ｇ、同Ｈ及び同Ｉ
右被告らは、別表２の違法な本件各支出に関して、行政の責任者として事情を知り
ながら何らの是正措置を取ることなくこれを放置し、もしくは自ら費消し又は部下
や第三者が費消することを了承した責任がある。
２　被告らの主張
（一）　被告Ａは、京都市の財務会計上の権限については、専決規定により局長以
下の京都市職員に付与している。本件で問題となった事項も、局長以下に委ねた権
限に属するものであり、被告Ａは、事実上一切関知していない。したがって、被告
Ａに責任はない。
（二）　被告Ｃ及び同Ｇは、財務会計上の権限の付与を受けていない以上、右被告
らに対する訴えは不適法であるし、加えて、右被告らは本件支出決定書等の作成に
全く関与していないから、右被告らに責任はない。
（三）　その余の被告らの責任も、争う。
３　判断



（一）　被告Ｂ、同Ｄ、同Ｅ、同Ｆ、同Ｈ及び同Ｉの専決権者としての責任
右被告らが、本件各支出に関して、各支出決定に関する専決権者であったことは、
第二の二３（二）説示のとおりであり、また、右被告らの損害賠償責任の法的根拠
が地自法二四三条の二第一項に求められるべきことは、五３（三）（２）説示のと
おりである。そこで、本件においては、京都市が、地自法二四三条の二第一項に基
づいて、右被告らに対し、損害賠償請求権を取得したかどうかが問題となるべきと
ころ、同規定は、「職員が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行
為をしたこと又は怠った」場合に限り、同条の損害賠償請求権が発生するものとし
ているので、本件において、右被告らが本件各支出決定をなすにあたり、右「故意
又は重大な過失」が認められるか否かを検討しなければならない。
本件において、本件各支出決定書の内容が虚偽であることは、第二の二４説示のと
おりである。また、そのような虚偽架空内容の支出決定書に基づく会計処理は、お
よそ真実に合致した適正な処理を行うべきものとする財務会計処理の基本原則に違
反し、その支出手続はそれだけで当然に違法であることは、四３説示のとおりであ
る。そして、証拠（証人Ｊ、被告Ｉ、乙四ないし六（枝番号を含む。））及び弁論
の全趣旨によれば、右被告らは、本件各支出決定をした当時、本件各支出決定書の
内容が虚偽であることを承知していたものと認められる。以上の事実によれば、右
被告らは、法令の規定に違反して本件各支出決定をしたことに関して、地自法二四
三条の二第一項にいう「故意」があったものと認められる。
したがって、右被告らは、京都市に対し、地自法二四三条の二第一項に基づいて、
以下の限度で、専決権者としての損害賠償責任を負うことになる。
（１）　被告Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四
〇万〇四九九円
（別表１記載の番号１９及び２０の各支出の合計金額）
（２）　被告Ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二三
一万六四四九円
（別表１記載の番号１、２、４、６、８、９、１０、１１、１３、１４、１５、１
６、１７、１８、２１及び２２の各支出の合計金額）
（３）　被告Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四
二万七四七〇円
（別表１記載の番号３、５、７、１２及び２３の各支出の合計金額）
（４）　被告Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六
二万〇二二九円
（別表２記載の番号１及び２の各支出の合計金額）
（５）　被告Ｈ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
八万四一八四円
（別表２記載の番号６の支出金額）
（６）　被告Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三
四万三三一四円
（別表２記載の番号３、４、５及び７の各支出の合計金額）
（二）　被告Ａの指揮監督責任
（１）　被告Ａが、本件各支出当時、京都市長であったことは、第二の二１（二）
説示のとおりであり、したがって、右被告は、財務会計上の行為を行う権限を法令
上本来的に有していたものである。しかし、本件各支出は、右（二）及び第二の二
３（二）説示のとおり、被告Ａから専決委任を受けた被告Ｂらにおいて、各支出決
定を行ったものである。
このように、専決権者が、普通地方公共団体の長の権限に属する当該財務会計上の
行為を専決により処理した場合には、右普通地方公共団体の長は、右専決権者が財
務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し、故意又は
過失により右専決権者が財務会計上の違法行為をすることを咀止しなかったときに
限り、普通地方公共団体に対し、右専決権者がした財務会計上の違法行為により当
該普通地方公共団体が被った損害につき、賠償責任を負うものと解するのが相当で
ある（最高裁判所平成二年（行ツ）第一三七号・同三年一二月二〇日第二小法廷判
決・民集四五巻九号一四五五頁、同裁判所昭和六二年（行ツ）第一四八号・平成五
年二月一六日第三小法廷判決・民集四七巻三号一六八七頁参照。）。
（２）　そこで、以下、右の点について検討するに、証拠（証人Ｊ、被告Ｉ、甲
二、三、一七ないし一九、二一、二四、乙一、二、四ないし六、（各枝番号を含
む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実を認めることができる。



ア　京都市同和対策室及び改良事業室における従前からの事務処理の仕方及びその
経費処理の手続、方法
（ア）　京都市が、同和行政、建築行政及び住宅行政円滑適正に遂行するにあたっ
ては、地元住民の要望、意見等を充分踏まえる必要があり、そのためには、京都市
と地元関係者との意思の疎通を図ることが必要であった。
（イ）　そこで、京都市民生局同和対策室及び同住宅局改良事業室においては、か
ねてから、地元関係者との各種の会合を頻繁に行っていたが、ときには、右会合の
際、飲食を伴うこともあった。
（ウ）　京都市民生局同和対策室及び同住宅局改良事業室としては、右のような飲
食を伴う会合については、地元関係者との信頼関係を保っため、会合出席者の氏名
については、明らかにしないという方針を採用していた。
（エ）　他方、京都市においては、接遇にあたって支出手続をする際には、書類上
出席者名を明記することが定められていた。
（オ）　そのため、京都市民生局及び同住宅局においては、支出決定書を作成する
にあたり、他府県の同和行政担当者及び民間の福祉団体の氏名を冒用し、それとと
もに、その地位役職に対応させるため、京都市側の出席者の氏名も、現実の会合出
席者とは異なる記載をする取扱いが行われていた。
（カ）　このような状況の中で、四３及び第二の二３説示のとおり、各専決権者が
本件各支出決定を行い、違法な本件各支出がなされた。
イ　京都市における事務分掌の機構、体制と右アに対する被告Ａの認識の有無
（ア）　一方、京都市においては、京都市事務分掌条例や京都市事務分掌規則によ
り、各部局の事務分担を定め、各部局において行政上必要と思われる会合の開催決
定においては、各部局の判断に委ねられていた。
（イ）　本件のような会合の開催決定について、市長はその報告を受ける体制には
なっておらず、現実にも、被告Ａは、その報告を受けていなかった。
ウ　本件各公金支出発覚後の対応
その後、昭和六二年五月二〇日付けで、助役から各局長、室長、区長宛の「接遇の
取扱いについて」と題する通達が発せられ、接遇は、社会的常識の範囲内でできる
限り簡素に行うこととし、その実施決定や経費の支出については厳正な事務処理を
行うこととされた。また、同日付けで、総務局長から「接遇の取扱要領について」
と題する通知が発せられ、接遇の経費の支出手続の際には、出席者を確認し、役職
名を明記し、所定の手続により責任ある執行をすることとされた。
（３）　以上認定の諸事実を総合考慮すると、被告Ａにおいて、各専決権者が本件
各支出決定をするに際し、右各専決権者が財務会計上の違法行為をすることを阻止
すべき指揮監督上の義務に違反し、右専決権者が財務会計上の違法行為をすること
を阻止しなかったことにつき故意又は過失があったものと認めることはできないも
のといわなければならない。
（４）　これに対し、原告らは、（１）普通地方公共団体の長は、補助職員に対し
包括的な指揮監督権限を有しているのであるから、補助職員の財務会計上の違法行
為については、当然にその指揮監督上の義務に違反したと推認して、普通地方公共
団体の長に損害賠償責任を負わせるべきであり、また、（２）普通地方公共団体の
長の損害賠償責任を認めるためには、その補助職員に対する指揮監督上の帰貴事由
を推認させる外形的事実を立証すれば足りるとすべきである旨主張するが、独自の
見解であり、採用できない。
（５）　結論
以上のとおり、被告Ａについては、専決権者に対する指揮監督上の責任を認めるこ
とができないから、右被告に対する請求は棄却を免れないごとになる。
（三）　被告Ｂ、同Ｄ、同Ｆ及び同Ｈの指揮監督責任
京都市においては、本件各支出がなされた当時、専決規定により、支出決定の共通
専決権限の所在につき、第二の二２説示のとおり定めていた。してみれば、規定上
は、一件二〇万円以下（昭和六一年一一月一日以後は、一件一〇〇万円以下）の支
出決定に関しては、局長及び庶務担当部長間で、一件一〇万円以下の支出決定に関
しては、局長、庶務担当部長及び庶務担当課長間で、それぞれ共通専決権限を重複
して有していることになる。
このように、専決権限に上下関係が認められる場合、上位の専決権者と現実に専決
権限を行使した下位の専決権者との関係は、（二）説示の普通地方公共団体の長と
専決権者との関係とは異なり、現実に専決権限を行使して財務会計上の行為をした
と認められる者についてのみ責任を論ずれば足り、右の者以外の専決権者に対する



損害賠償請求は理由がないものといわなければならない（最高裁判所平成二年（行
ツ一第一三八号・同三年一二月二〇日第二小法廷判決・民集四五巻九号一五〇三
頁、特に一五一〇頁参照。）
しかるに、本件各支出は、右（一）及び第二の二３（二）説示の各専決権者におい
て、各支出決定を行ったものである。したがって、上位専決権者としての右被告ら
の指揮監督責任に関する原告らの主張はそれ自体失当であり、したがって、右被告
らに対する請求は、棄却を免れない。
（四）　なお、被告Ｃ及び同Ｇの責任については、一３説示のとおり、右被告らに
対する訴えが不適法である以上、考察の必要がない。
第四　結論
以上のとおり、原告らの訴えのうち、被告Ｃ、同Ｇ及び被告Ｅに対する訴え（被告
Ｅについては、別表１記載の番号１９及び２０の各支出に係るものに限る。）は、
第三の一３（五）説示のとおり不適法であるから、いずれもこれを却下することと
し、原告らの請求のうち、被告Ａに対するものについては、第三の六３（二）
（５）のとおり理由がないからいずれもこれを棄却し、被告Ｂ、同Ｄ、同Ｅ、同
Ｆ、同Ｈ及び同Ｉに対する主位的請求（被告Ｅについては、前記訴え却下に係るも
のを除く。）については、第三の五３（四）のとおり理由がないからいずれもこれ
を棄却し、右被告らに対する予備的請求（被告Ｅについては、前記に同じ。）につ
いては、第三の六３（一）説示の限度で理由があるからいずれもこれを認容し、そ
の余の予備的請求については、第三の六３（三）のとおり理由がないからいずれも
これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
（裁判官　松尾政行　中村隆次　府内　覚）
別表１、２（省略）


